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(57)【要約】
【課題】色再現範囲の広い表示が可能であるとともに、
明るい赤を表示することができる表示装置を提供する。
【解決手段】赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素
によって表示面が構成された液晶表示装置（ＬＣＤ）、
ブラウン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表
示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプレイパネル（Ｐ
ＤＰ）、電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等の表示装置
であって、上記赤のサブ画素は、開口面積が最大である
ものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該青のサブ画素は、開口面積が最大であることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
前記青のサブ画素は、画素の中で数が最多であることを特徴とする請求項１記載の表示装
置。
【請求項３】
前記画素は、色特性が互いに異なる青のサブ画素を有することを特徴とする請求項２記載
の表示装置。
【請求項４】
前記赤、緑及び黄のサブ画素は、開口面積が最小であることを特徴とする請求項１記載の
表示装置。
【請求項５】
前記画素は、赤のサブ画素よりも開口面積が小さいサブ画素を有することを特徴とする請
求項１記載の表示装置。
【請求項６】
前記緑及び黄のサブ画素は、開口面積が最小であることを特徴とする請求項１記載の表示
装置。
【請求項７】
前記緑のサブ画素は、開口面積が最小であることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項８】
前記黄のサブ画素は、開口面積が最小であることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項９】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該黄のサブ画素は、開口面積が最小であることを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
前記赤、緑及び青のサブ画素は、開口面積が最大であることを特徴とする請求項９記載の
表示装置。
【請求項１１】
前記赤、緑及び青のサブ画素は、画素の中で数が最多であることを特徴とする請求項１０
記載の表示装置。
【請求項１２】
前記画素は、色特性が互いに異なる青のサブ画素を有することを特徴とする請求項１１記
載の表示装置。
【請求項１３】
前記画素は、色特性が互いに異なる赤のサブ画素を有することを特徴とする請求項１１記
載の表示装置。
【請求項１４】
前記画素は、青のサブ画素よりも開口面積が大きいサブ画素を有することを特徴とする請
求項９記載の表示装置。
【請求項１５】
前記赤及び緑のサブ画素は、開口面積が最大であることを特徴とする請求項９記載の表示
装置。
【請求項１６】
前記赤及び緑のサブ画素は、画素の中で数が最多であることを特徴とする請求項１５記載
の表示装置。
【請求項１７】
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前記画素は、色特性が互いに異なる緑のサブ画素を有することを特徴とする請求項１６記
載の表示装置。
【請求項１８】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、赤、緑、黄であることを特徴とする
表示装置。
【請求項１９】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、赤、黄、緑であることを特徴とする
表示装置。
【請求項２０】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、緑、赤、黄であることを特徴とする
表示装置。
【請求項２１】
赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表示装置であって
、
該サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青及び緑、赤、黄であることを特徴とす
る表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置に関する。より詳しくは、液晶表示装置等に好適に用いられる表示装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在、種々の表示装置が様々な用途に利用されている。一般的な表示装置では、光の三原
色である赤、緑及び青を表示する３色のサブ画素によって１つの画素が構成されており、
カラー表示が可能になっている。このような液晶表示装置においては、各サブ画素の色度
を彩度が高くなるように調整することにより、表示可能な色の範囲（色再現範囲）を拡大
することができるが、この場合、各サブ画素に配置されるカラーフィルタの透過率が小さ
くなるため、光の利用効率が低下し、白表示の明度が不足する。
【０００３】
これに対し、赤、緑及び青のサブ画素にカラーフィルタの透過率の高い黄のサブ画素を加
えた多原色の表示装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。例えば、図３６
に示すように、赤、緑、青及び黄を表示する４つのサブ画素５Ｒｗ、５Ｇｗ、５Ｂｗ及び
５Ｙｗからなる画素１１ｗによって表示面５００ｗが構成された液晶表示装置が開示され
ている。また、赤、緑、青、シアン及び黄の５色のサブ画素を有し、画素が、赤、緑、青
及び黄の４色のサブ画素が配置された第１の繰り返し配列と、赤、緑、シアン及び黄の４
色のサブ画素が配置された第２の繰り返し配列とから構成されたカラー表示装置が開示さ
れている（例えば、特許文献２参照。）。これらの液晶表示装置によれば、カラーフィル
タの透過率の高い黄のサブ画素が加えられていることから、白表示の明度の低下を抑制す
ることができるとともに、表示に用いる原色の数が増えることから、色再現範囲を拡大す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００１－２０９０４７号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／０１３４７８５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、本発明者らは、従来の４原色の表示装置によれば、表示に用いる原色の数
を単に増やしただけであり、充分な表示品位が得られていないことに着目した。そして、
特許文献１で開示されているように、それぞれの開口面積（表示に用いられる領域（アク
ティブ領域、有効領域）の面積）が等しい赤、緑、青及び黄のサブ画素からなる画素によ
って表示面が構成された表示装置では、色再現範囲の広い表示を実現することができるも
のの、表示される赤がどす黒い赤すなわち暗い赤になってしまい、視認性が損なわれるこ
とを見いだした。
【０００６】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、色再現範囲の広い表示が可能であると
ともに、明るい赤を表示することができる表示装置を提供することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、赤、緑、青及び黄のサブ画素からなる画素によって表示面が構成された透
過型液晶表示装置について種々検討したところ、まず、表示される各色（表示色）の明度
に着目した。図３６に示すようにそれぞれの開口面積が等しい赤、緑、青及び黄の４つの
サブ画素５Ｒｗ、５Ｇｗ、５Ｂｗ及び５Ｙｗからなる画素１１ｗによって表示面５００ｗ
が構成された従来の４原色の透過型液晶表示装置においては、各表示色の明度は表１に示
すようになる。また、図３７に示すようにそれぞれの開口面積が等しい赤、緑及び青の３
つのサブ画素５Ｒｘ、５Ｇｘ及び５Ｂｘからなる画素１１ｘによって表示面５００ｘが構
成された従来の３原色の透過型液晶表示装置においては、各表示色の明度は表２に示すよ
うになる。
【０００８】

【表１】

【０００９】
【表２】

【００１０】
表１及び２にはそれぞれ、代表的な表示色として、赤、緑、青、黄、シアン及びマゼンタ
の６色の明度について示している。また、各表示色の明度は、ＣＩＥ　１９３１（標準）
表色系（ＸＹＺ表色系）におけるＹ値に相当し、白表示の明度を１００としたときの値で
ある。更に、透過型液晶表示装置の各サブ画素には、カラーフィルタが配置されており、
いずれの透過型液晶表示装置においても、図７に示す分光透過率を有するものを用いてい
る。そして、これらの透過型液晶表示装置は、バックライト（光源は、冷陰極蛍光管（Ｃ
ＣＦＴ、ＣＣＦＬ））を用いて表示を行うものとし、この光源の分光特性は、白表示の色
度がｘ＝０．３１３、ｙ＝０．３２９となり、色温度が６５００Ｋとなるように、適切に
調節されている。なお、表１においては、黄表示の明度に幅があるが、これは、黄のサブ
画素５Ｙｗを点灯させ、赤及び緑のサブ画素５Ｒｗ及び５Ｇｗを点灯させないで黄表示を
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行う場合には、黄表示の明度は最も低い値（４８．０）になり、黄のサブ画素５Ｙｗに加
え、赤及び緑のサブ画素５Ｒｗ及び５Ｇｗを点灯させて黄表示を行う場合には、黄表示の
明度は最も高い値（９２．４）になり、赤、緑及び黄のサブ画素５Ｒｗ、５Ｇｗ及び５Ｙ
ｗをそれぞれ適切な割合で点灯させて黄表示を行う場合には、黄表示の明度は中間の値と
なることを示している。
【００１１】
表１及び２の結果より、本発明者らは、従来の４原色の透過型液晶表示装置が、赤表示、
緑表示及び青表示の明度とも従来の３原色の透過型液晶表示装置よりも低くなっているこ
とを見いだした。これは、表示に用いる原色の数を増やすことにより、１画素当たりのサ
ブ画素の数が増え、サブ画素１つ当たりの面積が相対的に小さくなっていることに起因す
る。すなわち、表示に用いる原色の数を３つから４つに増やすことにより、各サブ画素の
面積は３／４となっているからである。更に、このような各表示色の明度の低下について
検討したところ、緑表示や青表示については、明度が低下しても視認性が損なわれること
はないが、赤表示については、明度が低下することにより、どす黒い赤すなわち暗い赤と
なるため、視認性が損なわれやすいことを見いだした。
【００１２】
次に、本発明者らは、従来の４原色の透過型液晶表示装置の表示に用いられる光源の分光
特性に着目した。従来の４原色の透過型液晶表示装置の表示に用いられる光源の分光特性
を図３８に示し、従来の３原色の透過型液晶表示装置の表示に用いられる光源の分光特性
を図９に示す。従来の４原色の透過型液晶表示装置では、画素が赤、緑及び青のサブ画素
に加えて、黄のサブ画素を有することから、図９に示すような通常の分光特性を有する光
源を用いると、白表示が黄色づいてしまう。したがって、白表示の色調を調節するために
、図３８に示すように、青みが比較的強い色温度の高い光源が用いられる。例えば、ＣＣ
ＦＴを用いる場合には、青の発光を増やし、緑及び赤の発光を減らすことにより、高色温
度化を実現している。また、白の発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いる場合には、青成分を
増加させ、黄成分を減少させることにより、高色温度化を行っている。更に、赤、緑及び
青のＬＥＤを用いる場合には、ＣＣＦＴと同様に、緑及び赤成分を減少させ、青成分を増
加させることにより、高色温度化を行っている。このように、従来の４原色の透過型液晶
表示装置では、白表示の色調を調節するために、光源の色温度を高くしており、光源の黄
成分や赤成分を減少させる必要があるため、光源の赤成分の強度が低くなっている。
【００１３】
以上の結果、従来の４原色の透過型液晶表示装置においては、表示に用いる原色の数を増
やすことにより、特に赤色の明度の低下によって、視認性が損なわれていることを見いだ
した。また、白表示の色調を調節するために、高色温度の光源が用いられると、赤表示の
明度は更に低下し、これに伴って、視認性は更に損なわれていることを見いだした。そこ
で、本発明者らは、鋭意検討したところ、赤、緑、青及び黄のサブ画素からなる画素のう
ち、赤のサブ画素の開口面積を最大とすることにより、明るい赤を表示することができる
結果、視認性を向上させることができることを見いだした。
【００１４】
そして、このような作用効果は、理論上、赤、緑、青及び黄のサブ画素からなる画素によ
って表示面が構成された透過型表示装置のみならず、赤、緑、青及び黄以外にマゼンタの
サブ画素を有する画素によって表示面が構成された透過型液晶表示装置等においても同様
に得られるものであること、及び、透過型の液晶表示装置のみならず、反射型又は反射透
過両用型等の他の表示方式の液晶表示装置、ブラウン管（Ｃａｔｈｏｄｅ－ｒａｙ　Ｔｕ
ｂｅ：ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ－ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＯＥＬＤ）、プラズマディスプレイパ
ネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ：ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放
出素子ディスプレイ（Ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍ
ｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＳＥＤ）等の電界放出ディスプレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＦＥＤ）等の種々の表示装置においても同様に得られるも
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のであることを見いだし、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発
明に到達したものである。
【００１５】
すなわち、本発明は、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成さ
れた表示装置であって、上記赤のサブ画素は、開口面積が最大である表示装置（以下「第
１表示装置」ともいう。）である。
【００１６】
以下、本発明の第１～第１２表示装置について順に説明するが、本発明の第１～第１２表
示装置は、共通する部分が、色再現範囲の広い表示が可能であるとともに明るい赤を表示
することができることであり、当該部分は、先行技術を凌駕するものであることから、単
一の一般的発明概念を形成するように連関している。
【００１７】
本発明の第１表示装置は、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構
成されたものである。本明細書で「画素」とは、表示画像において色又は輝度が独立に割
り当てられる、表示面の最小要素をいい、「サブ画素」とは、画素を構成する単色の点を
いう。画素を構成するサブ画素の組み合わせは、全ての画素で同じでなくてもよく、例え
ば、赤、緑、黄、及び、色特性が異なる２つの青（「第１の青」及び「第２の青」とする
。）のサブ画素が設けられている場合には、赤、緑、第１の青、及び、黄のサブ画素を有
する画素と、赤、緑、第２の青、及び、黄のサブ画素を有する画素とが表示面を構成して
いてもよい。画素は、複数色のサブ画素が集まって構成されたものであり、複数色の光の
組み合わせで所望の色を表現する。本発明においては、画素は、赤、緑及び青を表示する
サブ画素に加え、黄を表示するサブ画素も含んでいる。すなわち、本発明の第１表示装置
は、表示に用いる原色の数が３つよりも多いことから、原色の数が３つの表示装置よりも
色再現範囲の広い表示を行うことができる。なお、画素は、赤、緑、青及び黄のサブ画素
以外に、マゼンタのサブ画素を有していてもよいが、白表示のカラーフィルタの透過率の
観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。マゼンタのサブ画
素を含むと、マゼンタのサブ画素の透過率は低いため、カラーフィルタの光の利用効率を
高めることができないおそれがある。また、マゼンタのサブ画素がなくても、赤及び青の
サブ画素の色純度を高めることにより、高色純度のマゼンタ表示が可能となる。画素構成
（画素配列）は特に限定されず、ストライプ配列、対角配列、田の字配列等が挙げられる
。
【００１８】
上記赤のサブ画素は、開口面積が最大である。上述したように、赤、緑、青及び黄の開口
面積が等しい場合には、赤色の明度の低下によって、表示装置の視認性が損なわれるおそ
れがある。本発明によれば、赤のサブ画素が他の色のサブ画素よりも開口面積が大きいこ
とから、赤表示の明度を向上させることができ、その結果、表示装置の視認性を向上させ
ることができる。本明細書で「開口面積」とは、表示に用いられる領域（アクティブ領域
、有効領域）の面積をいう。サブ画素の開口面積を相対的に大きくする方法としては、（
１）サブ画素の面積に対する開口面積の割合を全てのサブ画素間で一定とし、かつ当該サ
ブ画素（開口面積を相対的に大きくしたいサブ画素）の面積を他のサブ画素の面積よりも
大きくする方法、（２）サブ画素の面積及びそれに対する開口面積の割合を全てのサブ画
素間で一定とし、かつ当該サブ画素（開口面積を相対的に大きくしたいサブ画素）を他の
サブ画素よりも数多く設ける方法等が挙げられる。なお、構造を複雑化しないようにする
ためには、（１）の方法が好ましい。（１）の方法によれば、各サブ画素を駆動する薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）等のスイッチング素子の数の増加等を抑制することができるから
である。なお、赤表示の明度は、白表示の明度に対して１２％以上であることが好ましく
、１５％以上であることがより好ましい。一方、赤表示の明度は、白表示の明度の３０％
よりも大きい場合、白表示の際に赤が発光しているように見え、不自然さを感じ、視認性
を損なうおそれがある。したがって、赤表示の明度は、白表示の明度の３０％以下である
ことが好ましく、２５％以下であることがより好ましい。
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【００１９】
なお、各サブ画素の開口面積が大きく異なると、各サブ画素の画素容量が大きく異なる。
すなわち、各サブ画素の開口面積が大きく異なると、各サブ画素間で充電率、ゲート信号
による画素電位の引き込み量、及び、ソース信号による画素電位の変動量が大きく異なり
、その結果、フリッカー、焼き付き、クロストーク等の不良が発生するおそれがある。し
たがって、赤のサブ画素の開口面積は、開口面積が最小である他のサブ画素の開口面積の
２倍以下であることが好ましい。ただし、画素容量の差分を考慮してＴＦＴサイズ、補助
容量等を適切に設計することにより、上述の不良が緩和される場合がある。このような場
合には、赤のサブ画素の開口面積は、開口面積が最小である他のサブ画素の開口面積の３
倍以下であれば好適である。
【００２０】
本発明の第１表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。また、本発明の第１表示装
置においては、画素を構成するサブ画素の開口面積の大小関係は、赤のサブ画素の開口面
積が最大であり、赤以外のサブ画素の開口面積が赤のサブ画素の開口面積よりも小さいも
のである限り、特に限定されない。
【００２１】
本発明の第１表示装置は、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用いて
表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶表
示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用い
て透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過両
用型の液晶表示装置であることがより好ましい。これによれば、赤のサブ画素の開口面積
を最大にしても、表示に用いる光源の分光特性を調整することにより、第１表示装置の白
表示の色度を容易に適正化することができる。本明細書で、バックライトのタイプは特に
限定されず、直下型であってもよく、エッジライト型であってもよい。光源は特に限定さ
れず、例えば、白の発光ダイオード（ＬＥＤ）、ＲＧＢ－ＬＥＤ、冷陰極蛍光管（ＣＣＦ
Ｔ）、熱陰極蛍光管（ＨＣＦＴ）、有機ＥＬ等を用いることができる。
【００２２】
また、本明細書で、各サブ画素には、特定の波長域の光を選択的に透過するフィルタ（以
下「カラーフィルタ」ともいう。）が設けられていることが好ましい。この場合、サブ画
素の色は、カラーフィルタの分光特性に基づいて規定される。カラーフィルタの材質は特
に限定されず、例えば、染料によって染色された樹脂、顔料が分散された樹脂、顔料が分
散された流動性材料（インク）を固化させてなるものが挙げられる。また、カラーフィル
タの形成方法は特に限定されず、例えば、染色法、顔料分散法、電着法、印刷法、インク
ジェット法、着色感材法（「転写法」、「ドライフィルムラミネート（ＤＦＬ）法」又は
「ドライフィルムレジスト法」ともいう。）が挙げられる。
【００２３】
また、本明細書で、サブ画素の５色は、次のように定義される。すなわち、「赤」とは、
ＸＹＺ表色系（ＣＩＥ１９３１標準表色系）のｘｙ色度図において、白色点をｘ＝０．３
３３３、ｙ＝０．３３３３としたときの主波長が５９５ｎｍ以上６５０ｎｍ以下の色をい
い、好ましくは、主波長が６００ｎｍ以上６４０ｎｍ以下の色をいう。「赤」の色純度は
、主観評価結果の観点から、７５％以上９７％以下であることが好ましい。観察者に表示
色の不自然さを感じさせない色純度を評価した結果、色純度が７５％未満であると、単に
色が薄く、鮮やかさが感じられないおそれがある。逆に、色純度が９７％を超えると、発
光色のようなぎとぎと感があり、不自然さを感じさせるおそれがある。同様に、「緑」と
は、主波長が４９０ｎｍ以上５５５ｎｍ以下の色をいい、好ましくは、主波長が５１０ｎ
ｍ以上５５０ｎｍ以下の色をいう。「緑」の色純度は、同様の観点から、５０％以上８０
％以下であることが好ましい。「青」とは、主波長が４５０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下の色
をいい、好ましくは、主波長が４５０ｎｍ以上４７５ｎｍ以下の色をいう。「青」の色純
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度は、同様の観点から、５０％以上９５％以下であることが好ましい。「黄」とは、主波
長が５６５ｎｍ以上５８０ｎｍ以下の色をいい、好ましくは、主波長が５７０ｎｍ以上５
８０ｎｍ以下の色をいう。「黄」の色純度は、同様の観点から、９０％以上９７％以下で
あることが好ましい。「マゼンタ」とは、補色主波長が４９５ｎｍ以上５６０ｎｍ以下の
色をいい、好ましくは、補色主波長が５００ｎｍ以上５５５ｎｍ以下の色をいう。「マゼ
ンタ」の色純度は、同様の観点から、６０％以上８０％以下であることが好ましい。なお
、主波長及び補色主波長は、色相を大まかに表し、色純度は、彩度を大まかに表すもので
ある。色純度の測定方法としては、実際に表示装置に用いられている光源を光源として用
いた場合の各フィルタの色度座標を分光放射計等で測定し、白色点の色度座標（０．３３
３３、０．３３３３）、各フィルタの色度座標、及び、白色点とフィルタの色度点とを結
ぶ直線がスペクトル軌跡と交わる点の色度座標を用いて算出する方法が挙げられる。
【００２４】
本発明の第１表示装置における好ましい形態について以下に詳しく説明する。
上記緑、青及び黄のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。すなわち、上記
緑、青及び黄のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最小であることが好ましい。これ
によれば、緑、青及び黄のサブ画素の開口面積が同程度に小さいことから、赤表示の明度
を向上させることができる。
【００２５】
上記画素は、青のサブ画素よりも開口面積が小さいサブ画素を有することが好ましい。通
常は、赤、緑、青及び黄のサブ画素に設置される各色のカラーフィルタの透過率と、白表
示のカラーフィルタの透過率（カラーフィルタの平均透過率）との大小関係は、透過率の
高いほうから順に、黄、緑、白、赤、青となる。なお、赤のカラーフィルタと青のカラー
フィルタとの透過率の大小関係は入れ変わり、透過率の高いほうから順に、黄、緑、白、
青、赤となることがある。この大小関係によれば、青のサブ画素の開口面積を最小とする
ことにより、他のサブ画素の開口面積を大きくすることができることから、白表示のカラ
ーフィルタの透過率を大きくすることができる。しかしながら、この場合、白表示の色度
を適正化するためには、表示に用いる光源の色温度を高くする必要があることから、光源
の発光効率は小さくなり、結果的には、光源の発光効率を含めた表示装置の白表示の明度
は小さくなる。したがって、青のサブ画素の開口面積を最小としないことにより、このよ
うな表示装置の白表示の明度の低下を抑制することができる。
【００２６】
上記緑のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。カラーフィルタの透過率の
大小関係から分かるように、緑のサブ画素の開口面積を最小にすると、白表示のカラーフ
ィルタの透過率は低下する。しかしながら、この場合、白表示の色度を適正化するために
は、光源の色温度を低くする必要があり、光源の発光効率は大きくなることから、光源の
発光効率も含めた表示装置の白表示の明度を向上させることができる。
【００２７】
上記黄のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。カラーフィルタの透過率の
大小関係から分かるように、黄のサブ画素の開口面積を最小にすると、白表示のカラーフ
ィルタの透過率は小さくなる。しかしながら、この場合、白表示の色度を適正化するため
には、光源の色温度をより低くする必要があることから、赤表示の明度をより向上させる
ことができる。また、光源の色温度をより低くすることにより、光源の発光効率はより大
きくなるため、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の明度をより向上させることが
できる。
【００２８】
本発明はまた、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表
示装置であって、上記赤及び青のサブ画素は、開口面積が最大である表示装置（以下「第
２表示装置」ともいう。）でもある。これによれば、カラーフィルタの透過率が小さい赤
及び青のサブ画素の開口面積を最大にするため、白表示のカラーフィルタの透過率が小さ
くなる。しかしながら、この場合、白表示の色度を適正化するためには、光源の発光効率
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を更に大きくする必要があることから、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の明度
を更に向上させることができる。
【００２９】
本発明の第２表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。また、本発明の第２表示装
置においては、画素を構成するサブ画素の開口面積の大小関係は、赤及び青のサブ画素の
開口面積が互いに同一かつ最大であり、赤及び青以外のサブ画素の開口面積が赤及び青の
サブ画素の開口面積よりも小さいものである限り、特に限定されない。画素は、赤、緑、
青及び黄のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有していてもよいが、白表示のカラー
フィルタの透過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい
。
【００３０】
本発明の第２表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第２表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００３１】
本発明の第２表示装置における好ましい形態について以下に詳しく説明する。
上記赤及び青のサブ画素の開口面積が最大である形態としては、（１Ａ）赤及び青のサブ
画素は、画素の中で数が最多である形態、（１Ｂ）上記（１Ａ）において、画素は、色特
性が互いに異なる青のサブ画素を有する形態、（１Ｃ）上記（１Ａ）において、画素は、
色特性が互いに異なる赤のサブ画素を有する形態、（１Ｄ）緑及び黄のサブ画素は、開口
面積が最小である形態、（１Ｅ）緑のサブ画素は、開口面積が最小である形態、（１Ｆ）
黄のサブ画素は、開口面積が最小である形態が挙げられる。
【００３２】
上記（１Ａ）の形態によれば、各サブ画素の開口面積を変えなくてもよいため、従来の画
素設計及び回路設計を用いることができる。なお、本明細書で「赤及び青のサブ画素は、
画素の中で数が最多である」とは、画素を構成する赤及び青のサブ画素の数が互いに同一
かつ最多であり、赤及び青のサブ画素以外のサブ画素の個数が赤及び青のサブ画素の個数
よりも少ないことを意味する。上記（１Ｂ）及び（１Ｃ）の形態によれば、更に、色再現
範囲を拡大することができるとともに、表示色数を増加することができる。なお、本明細
書で「色特性が異なる」とは、色の三属性である色相、明度及び彩度のうち、少なくとも
一つが異なることを意味し、色再現範囲を効率よく拡大する観点から、好ましくは、色相
が異なることを意味する。上記（１Ｄ）の形態によれば、白表示のカラーフィルタの透過
率は減少するものの、カラーフィルタの青成分の透過率が相対的に増加する。したがって
、白表示の色度を適正化するべく、発光効率の低い光源の青成分を減少させることが可能
となり、光源の発光効率が大きくなるため、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の
明度を効果的に向上させることができる。上記（１Ｅ）の形態によれば、白表示のカラー
フィルタの透過率は減少するものの、カラーフィルタの青成分の透過率が相対的に増加す
る。したがって、白表示の色度を適正化するべく、発光効率の低い光源の青成分を減少さ
せることが可能となり、光源の発光効率が大きくなるため、光源の発光効率も含めた表示
装置の白表示の明度の向上に更に好適である場合がある。上記（１Ｆ）の形態によれば、
上記（１Ｅ）の形態よりも、白表示のカラーフィルタの透過率は更に減少するものの、カ
ラーフィルタの青成分の透過率が相対的に増加する。したがって、白表示の色度を適正化
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するべく、発光効率の低い光源の青成分を減少させることが可能となり、光源の発光効率
が大きくなるため、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の明度を特に向上させるこ
とができる。
【００３３】
本発明はまた、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表
示装置であって、上記青のサブ画素は、開口面積が最大である表示装置（以下「第３表示
装置」ともいう。）でもある。これによれば、カラーフィルタの透過率が小さい青のサブ
画素の開口面積が最大であることから、白表示のカラーフィルタの透過率は小さくなるも
のの、白表示の色度を適正化するためには、光源の色温度を低くする必要があることから
、赤表示の明度を向上させることができる。また、光源の色温度を低くすることにより、
光源の発光効率が大きくなることから、光源の発光効率を含めた表示装置の白表示の明度
を向上させることができる。
【００３４】
本発明の第３表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。また、本発明の第３表示装
置においては、画素を構成するサブ画素の開口面積の大小関係は、青のサブ画素の開口面
積が最大であり、青以外のサブ画素の開口面積が青のサブ画素の開口面積よりも小さいも
のである限り、特に限定されない。画素は、赤、緑、青及び黄のサブ画素以外に、マゼン
タのサブ画素を有していてもよいが、白表示のカラーフィルタの透過率の観点から、赤、
緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００３５】
本発明の第３表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第３表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００３６】
このような青のサブ画素の開口面積が最大である形態としては、（２Ａ）青のサブ画素は
、画素の中で最多である形態、（２Ｂ）上記（２Ａ）において、画素は、色特性が互いに
異なる青のサブ画素を有する形態が挙げられる。上記（２Ａ）の形態によれば、各サブ画
素の開口面積を変えなくてもよいため、従来の画素設計及び回路設計を用いることができ
る。上記（２Ｂ）の形態によれば、色再現範囲を拡大することができるとともに、表示色
数を増加することができる。
【００３７】
本発明の第３表示装置における他の好ましい形態について以下に詳しく説明する。
上記赤、緑及び黄のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。すなわち、上記
赤、緑、及び黄のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最小であることが好ましい。こ
れによれば、赤、緑及び黄のサブ画素の開口面積が同程度に小さいことから、白表示のカ
ラーフィルタの透過率は小さくなるものの、白表示の色度を適正化するためには、光源の
色温度を低くする必要があることから、赤表示の明度を効果的に向上させることができる
。また、光源の発光効率を高くすることができるため、結果的に、光源の発光効率を含め
た表示装置の白表示の明度を向上させることができる。
【００３８】
上記画素は、赤のサブ画素よりも開口面積が小さいサブ画素を有することが好ましい。赤
のサブ画素の開口面積を最小にすると、赤表示の明度は小さくなるため、視認性を損なう
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おそれがある。したがって、赤のサブ画素の開口面積を最小としないことにより、赤表示
の明度の低下を抑制することで、視認性を確保することができる。
【００３９】
上記緑及び黄のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。すなわち、上記緑、
及び黄のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最小であることが好ましい。これによれ
ば、白表示のカラーフィルタの透過率は減少するものの、カラーフィルタの青成分の透過
率が相対的に増加する。したがって、白表示の色度を適正化すべく、発光効率の低い光源
の青成分を減少させることが可能となり、光源の発光効率が大きくなるため、光源の発光
効率を含めた表示装置の白表示の明度を向上させることができる。
【００４０】
上記緑のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。上述したカラーフィルタの
透過率の大小関係から分かるように、緑のサブ画素の開口面積を最小にすると、白表示の
カラーフィルタの透過率は低下するものの、白表示の色度を適正化するためには、光源の
色温度を低くする必要があり、光源の発光効率が大きくなるため、光源の発光効率を含め
た表示装置の白表示の明度を向上させることができる。
【００４１】
上記黄のサブ画素は、開口面積が最小であることが好ましい。カラーフィルタの透過率の
大小関係から分かるように、黄のサブ画素の開口面積を最小にすると、白表示のカラーフ
ィルタの透過率は小さくなるものの、白表示の色度を適正化するためには、光源の色温度
を低くする必要があることから、赤表示の明度を向上させることができる。また、光源の
色温度を低くすることにより、光源の発光効率がより大きくなるため、白表示のカラーフ
ィルタの透過率は小さくなるものの、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の明度を
より向上させることができる。
【００４２】
本発明は更に、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された表
示装置であって、上記黄のサブ画素は、開口面積が最小である表示装置（以下「第４表示
装置」ともいう。）でもある。これによれば、カラーフィルタの透過率の大小関係から分
かるように、白表示のカラーフィルタの透過率は小さくなるものの、白表示の色度を適正
化するためには、光源の色温度を低くする必要があることから、赤表示の明度を向上させ
ることができる。また、光源の色温度を低くすることにより、光源の発光効率が大きくな
るため、光源の発光効率も含めた表示装置の白表示の明度をより向上させることができる
。
【００４３】
本発明の第４表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。また、本発明の第４表示装
置においては、画素を構成するサブ画素の開口面積の大小関係は、黄のサブ画素の開口面
積が最小であり、黄以外のサブ画素の開口面積が黄のサブ画素の開口面積よりも大きいも
のである限り、特に限定されない。画素は、赤、緑、青及び黄のサブ画素以外に、マゼン
タのサブ画素を有していてもよいが、白表示のカラーフィルタの透過率の観点から、赤、
緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００４４】
本発明の第４表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第４表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
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両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００４５】
本発明の第４表示装置における他の好ましい形態について以下に詳しく説明する。
上記赤、緑及び青のサブ画素は、開口面積が最大であることが好ましい。すなわち、上記
赤、緑及び青のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最大であることが好ましい。この
ように、赤のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口面積が小さいことにより
、発光効率の高い光源が使用可能であるため、赤表示及び白表示の明度を効果的に向上さ
せることができる。このような赤、緑及び青のサブ画素の開口面積が最大である形態とし
ては、（３Ａ）赤、緑及び青のサブ画素は、画素の中で数が最多である形態、（３Ｂ）画
素は、色特性が互いに異なる青のサブ画素を有する形態、（３Ｃ）画素は、色特性が互い
に異なる赤のサブ画素を有する形態が挙げられる。上記（３Ａ）、（３Ｂ）及び（３Ｃ）
のいずれの形態も、各サブ画素の開口面積を変えなくてもよいため、従来の画素設計及び
回路設計を使うことができる。また、上記（３Ｂ）及び（３Ｃ）の形態によれば、色再現
範囲の拡大、及び、表示色数の増加を図ることができる。
【００４６】
上記画素は、青のサブ画素よりも開口面積が大きいサブ画素を有することが好ましい。本
発明の第４表示装置によれば、カラーフィルタの透過率が大きい黄のサブ画素の面積が最
小であることから、更に、カラーフィルタの透過率の小さい青のサブ画素の開口面積を最
大とすると、表示装置の白表示の明度が著しく低下するおそれがある。したがって、青の
サブ画素の開口面積を最大としないことにより、このような表示装置の白表示の明度の低
下を抑制することができる。
【００４７】
上記赤及び緑のサブ画素は、開口面積が最大であることが好ましい。すなわち、上記赤及
び緑のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最大であることが好ましい。これによれば
、赤のサブ画素の開口面積が最大であることから、赤表示の明度を向上させることができ
る。また、赤のサブ画素の開口面積が最大であることにより、白表示の色度を適正化する
ためには、光源の色温度を高くする必要があり、光源の発光効率が低下するものの、本発
明によれば、カラーフィルタの透過率が大きい緑のサブ画素の開口面積も最大であること
から、表示装置の白表示の明度の低下を抑制することができる。このような赤、緑のサブ
画素の開口面積が最大である形態としては、（４Ａ）赤及び緑のサブ画素は、画素の中で
数が最多である形態、（４Ｂ）画素は、色特性が互いに異なる緑のサブ画素を有する形態
が挙げられる。上記（４Ａ）及び（４Ｂ）のいずれの形態も、各サブ画素の開口面積を変
えなくてもよいため、従来の画素設計及び回路設計を使うことができる。また、（４Ｂ）
の形態によれば、色再現範囲の拡大、及び、表示色数の増加を図ることができる。
【００４８】
本発明はそして、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、赤、青、緑、黄で
ある表示装置（以下「第５表示装置」ともいう。）でもある。このような第５表示装置は
、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、青の
サブ画素の開口面積が比較的大きく、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を
適正化するために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開口面
積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制するのに好適である。
【００４９】
本発明の第５表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び黄
のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの透
過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００５０】
本発明の第５表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ



(13) JP 2012-190029 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第５表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００５１】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、赤、青、黄、緑で
ある表示装置（以下「第６表示装置」ともいう。）でもある。このような第６表示装置も
また、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、
青のサブ画素の開口面積が比較的大きく、黄のサブ画素の開口面積が比較的小さく、白表
示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小
さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制するのに好適
である。
【００５２】
本発明の第６表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び黄
のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの透
過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００５３】
本発明の第６表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第６表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００５４】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、赤、緑、青、黄で
ある表示装置（以下「第７表示装置」ともいう。）でもある。このような第７表示装置も
また、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、
黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源
を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、
白表示の明度の低下を抑制するのに好適である。
【００５５】
本発明の第７表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び黄
のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの透
過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００５６】
本発明の第７表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
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レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第７表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００５７】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、赤、青、黄及び緑
である表示装置（以下「第８表示装置」ともいう。）でもある。なお、「開口面積の大き
いものから順に、赤、青、黄及び緑である」とは、赤のサブ画素の開口面積が最大であり
、黄及び緑のサブ画素は、開口面積が互いに同一かつ最小であり、青のサブ画素の開口面
積がそれらの間であることを意味する。このような第８表示装置もまた、赤のサブ画素の
開口面積が大きいため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面
積が比較的大きく、黄及び緑のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化する
ために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で
赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制するのに好適である。
【００５８】
本発明の第８表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び黄
のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの透
過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００５９】
本発明の第８表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第８表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００６０】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、赤、緑、黄で
ある表示装置（以下「第９表示装置」ともいう。）でもある。このような第９表示装置も
また、赤のサブ画素の開口面積が比較的大きいため、赤表示の明度向上の効果が大きい。
また、青のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色
度を適正化するために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開
口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制するのに好適である
。
【００６１】
本発明の第９表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素に
よって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を有
していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び黄
のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの透
過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００６２】
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本発明の第９表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラウ
ン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプ
レイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界
放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第９表示装置は、本発明の第１表
示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を用い
て表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶
表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライトを用
いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射透過
両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００６３】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、赤、黄、緑で
ある表示装置（以下「第１０表示装置」ともいう。）でもある。このような第１０表示装
置もまた、赤のサブ画素の開口面積が比較的大きいため、赤表示の明度向上の効果が大き
い。また、青のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口面積が比較的小さく、
白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較
的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制するのに
好適である。
【００６４】
本発明の第１０表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素
によって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を
有していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び
黄のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの
透過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００６５】
本発明の第１０表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラ
ウン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディス
プレイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電
界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第１０表示装置は、本発明の第
１表示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を
用いて表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の
液晶表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライト
を用いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射
透過両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００６６】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青、緑、赤、黄で
ある表示装置（以下「第１１表示装置」ともいう。）でもある。このような第１１表示装
置は、黄のサブ画素の開口面積が特に小さく、バックライト等の赤の発光を増やすことが
できるため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が大きく
、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光
源を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ
、白表示の明度の低下を抑制するのに好適である。
【００６７】
本発明の第１１表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素
によって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を
有していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び
黄のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの
透過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００６８】
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本発明の第１１表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラ
ウン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディス
プレイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電
界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第１１表示装置は、本発明の第
１表示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を
用いて表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の
液晶表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライト
を用いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射
透過両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【００６９】
本発明は更には、赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素によって表示面が構成された
表示装置であって、上記サブ画素は、開口面積の大きいものから順に、青及び緑、赤、黄
である表示装置（以下「第１２表示装置」ともいう。）でもある。なお、「開口面積の大
きいものから順に、青及び緑、赤、黄である」とは、青及び緑のサブ画素の開口面積が互
いに同一かつ最大であり、黄のサブ画素の開口面積が最小であり、赤のサブ画素の開口面
積がそれらの間であることを意味する。このような第１２表示装置もまた、黄のサブ画素
の開口面積が特に小さく、バックライト等の赤の発光を増やすことができるため、赤表示
の明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開
口面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用することが
できるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低
下を抑制するのに好適である。
【００７０】
本発明の第１２表示装置の構成としては、上記赤、緑、青及び黄のサブ画素を有する画素
によって構成された表示面を構成要素として有するものである限り、その他の構成要素を
有していても有さなくてもよく、特に限定されるものではない。画素は、赤、緑、青及び
黄のサブ画素以外に、マゼンタのサブ画素を有してもよいが、白表示のカラーフィルタの
透過率の観点から、赤、緑、青及び黄のサブ画素のみを有することが好ましい。
【００７１】
本発明の第１２表示装置としては特に限定されず、例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）、ブラ
ウン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネセンス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディス
プレイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電
界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等が挙げられる。本発明の第１２表示装置は、本発明の第
１表示装置と同様の理由により、バックライト及び／又はフロントライト等の光源装置を
用いて表示を行うものであることが好ましく、バックライトを用いて表示を行う透過型の
液晶表示装置、フロントライトを用いて表示を行う反射型の液晶表示装置、バックライト
を用いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射
透過両用型の液晶表示装置であることがより好ましい。
【発明の効果】
【００７２】
本発明の表示装置によれば、画素は、赤、緑及び青を表示するサブ画素に加えて、黄を表
示するサブ画素を有しており、表示に用いる原色の数が３つよりも多いことから、３原色
を表示に用いる表示装置よりも色再現範囲の広い表示を行うことができる。また、赤を表
示するサブ画素の開口面積が最大であることから、赤表示の明度を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置におけるＴＦＴ基板を模式的に示す
平面図である。
【図２】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置における対向基板を模式的に示す平
面図である。
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【図３】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置を模式的に示す断面図である。
【図４】液晶層の分光透過率特性を示す図である。
【図５】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す平面図であ
る。
【図６】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す平面図であ
る。
【図７】カラーフィルタの分光透過率特性を示す図である。
【図８】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置（表３中の液晶表示装置Ａ６）に用
いられるバックライトの光源の分光特性を示す図である。
【図９】従来の３原色の液晶表示装置に用いられるバックライトの光源の分光特性を示す
図である。
【図１０】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度と
の関係を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図１２】本発明の実施形態１に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図１３】カラーフィルタの分光透過率特性を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態２に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図１５】本発明の実施形態２に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図１６】本発明の実施形態２に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度と
の関係を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図１８】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図１９】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度の
関係を示す図である。
【図２０】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図２１】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図２２】図２１の液晶表示装置に用いられるカラーフィルタの分光透過率特性を示す図
である。
【図２３】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図２４】本発明の実施形態３に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図２５】本発明の実施形態４に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図２６】本発明の実施形態４に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図２７】本発明の実施形態４に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度の
関係を示す図である。
【図２８】本発明の実施形態５に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図２９】本発明の実施形態５に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
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【図３０】本発明の実施形態５に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度の
関係を示す図である。
【図３１】本発明の実施形態５に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図３２】本発明の実施形態５に対応する液晶表示装置の表示面の変形例を模式的に示す
図である。
【図３３】本発明の実施形態６に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図３４】本発明の実施形態６に対応する液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である
。
【図３５】本発明の実施形態６に対応する液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度の
関係を示す図である。
【図３６】従来の４原色の液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である。
【図３７】従来の３原色の液晶表示装置の表示面を模式的に示す図である。
【図３８】従来の４原色の表示装置に用いられるバックライトの光源の分光特性を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
以下に実施形態を掲げ、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施形態のみ
に限定されるものではない。以下の実施形態における構成及び測定値等はすべて、コンピ
ュータプログラムを用いて行ったシミュレーション（模擬実験）に基づくものである。以
下の実施形態では、透過型の液晶表示装置を例として本発明を説明する。
【００７５】
（実施形態１）
本発明の実施形態１に係る液晶表示装置の構成について説明する。なお、本発明の液晶表
示装置の構成は、これに限定されるものではない。
図１は、本発明の実施形態１に係る透過型の液晶表示装置におけるＴＦＴ基板２００の概
略構成を示す平面図である。ＴＦＴ基板２００は、図１に示すように、ガラス基板上に、
走査線４と信号線６とからなるマトリクス配線が配置されており、マトリクス配線の交点
にはそれぞれ、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）８が設けられており、マトリクス配線に囲ま
れた領域にはそれぞれ、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）等の透明な導電材料からなる透過電
極３５（３５Ｒ、３５Ｇ、３５Ｙ及び３５Ｂ）が配置されている。ＴＦＴ８のゲート電極
は、走査線４に接続されており、ソース電極は、信号線６に接続されており、ドレイン電
極は、ドレイン引出し配線９を介して透過電極３５に接続されている。透過電極３５Ｒ、
３５Ｇ、３５Ｙ及び３５Ｂはそれぞれ、液晶表示装置において後述するカラーフィルタ基
板１１に設けられた赤、緑、青及び黄のカラーフィルタ１０Ｒ、１０Ｇ、１０Ｙ及び１０
Ｂと対向するように設けられている。本実施形態では、図１に示すように、赤のカラーフ
ィルタ１０Ｒと対向する透過電極３５Ｒが大きく、他の色のカラーフィルタと対向する透
過電極３５Ｇ、３５Ｙ及び３５Ｂが同程度に小さくなるように、走査線４及び信号線６が
配置されている。また、透過電極３５に印加された電圧を保持するための補助容量配線７
が、走査線４と平行に配置されている。補助容量配線７は、絶縁膜を介してドレイン引出
し配線９の端部と対向することにより、補助容量３を構成している。
【００７６】
図２は、本発明の実施形態１に係る透過型の液晶表示装置におけるカラーフィルタ基板（
対向基板）１００の概略構成を示す平面図である。
カラーフィルタ基板１００は、図２に示すように、赤、緑、黄及び青のカラーフィルタ１
０Ｒ、１０Ｇ、１０Ｙ及び１０Ｂがこの順にストライプ配列され、各フィルタの周囲及び
フィルタ間には、ブラックマトリクス１０ＢＭが配置されている。なお、カラーフィルタ
１０Ｒ、１０Ｇ、１０Ｂ及び１０Ｙはそれぞれ、自身を透過する光の色を選択するもので
ある。赤、緑及び青のカラーフィルタ１０Ｒ、１０Ｇ及び１０Ｂはそれぞれ、入射光の赤
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色成分、緑色成分及び青色成分を主に透過させるものであり、黄のカラーフィルタ１０Ｙ
は、入射光の赤色成分及び緑色成分の両方の色成分を主に透過させるものである。本実施
形態では、図２に示すように、カラーフィルタ１０Ｒ、１０Ｂ、１０Ｇ及び１０Ｙの配列
が全ての画素で同一であるが、画素ごとに異なっていてもよく、本発明の画素構成は特に
限定されるものではない。カラーフィルタ１０Ｒ、１０Ｂ、１０Ｇ及び１０Ｙはそれぞれ
、液晶表示装置において、前述したＴＦＴ基板２００に設けられた透過電極３５Ｒ、３５
Ｇ、３５Ｙ及び３５Ｂと対向するように設けられており、ブラックマトリクス１０ＢＭは
、液晶表示装置において、走査線４及び信号線６と対向するように設けられている。また
、本実施形態では、図２に示すように、赤のカラーフィルタ１０Ｒの面積が大きく、他の
色のカラーフィルタ１０Ｂ、１０Ｇ及び１０Ｙの面積が同程度に小さくなるように形成さ
れている。
【００７７】
図３は、本発明の実施形態１に係る透過型の液晶表示装置を示す断面模式図である。
図３に示すように、本発明の実施形態１に係る透過型の液晶表示装置５００は、上述した
カラーフィルタ基板１００とＴＦＴ基板２００との間に、液晶層３００を挟んだ構成を有
している。カラーフィルタ基板１００は、ガラス基板２１の外側（観察面側）には、位相
差板２２及び偏光板２３を備え、ガラス基板２１の内側（背面側）には、赤、緑、青及び
黄のカラーフィルタ１０Ｒ、１０Ｇ、１０Ｂ、１０Ｙ、ブラックマトリクス１０ＢＭ、オ
ーバーコート層２５、対向電極２６及び配向膜２７を備えている。
【００７８】
位相差板２２は、自身を透過する光の偏光状態を調整するものである。偏光板２３は、特
定の偏光成分の光だけを透過させるものである。本実施形態では、位相差板２２及び偏光
板２３の配置及び構成を調整することにより、位相差板２２及び偏光板２３が、円偏光板
として機能するように設定されている。
【００７９】
オーバーコート層２５は、赤、緑、青及び黄のフィルタ１０Ｒ、１０Ｇ、１０Ｂ及び１０
Ｙから液晶層３００内に汚染物が溶出するのを防ぎ、また、カラーフィルタ基板１００の
表面を平坦化するものである。対向電極２６は、液晶層３００を介して、ＴＦＴ基板２０
０側に設けられた透明電極３５Ｒ、３５Ｇ、３５Ｂ及び３５Ｙに対向するものであり、液
晶層３００に電圧を印加して液晶分子を駆動するのに用いられる。なお、対向電極２６は
、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）等の透明な導電材料からなる。配向膜２７は、液晶層３０
０内の液晶分子の配向を制御するものである。
【００８０】
一方、ＴＦＴ基板２００は、ガラス基板３１の外側（背面側）には、位相差板３２及び偏
光板３３を備え、ガラス基板３１の内側（観察面側）には、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
８、層間絶縁膜３４、透明電極３５（３５Ｒ、３５Ｇ、３５Ｂ及び３５Ｙ）及び配向膜３
８等を備えている。
【００８１】
位相差板３２は、位相差板２２と同様に、自身を透過する光の偏光状態を調整するもので
あり、偏光板３３は、偏光板２３と同様に、特定の偏光成分の光だけを透過させるもので
ある。本実施形態では、この偏光板３３は、カラーフィルタ基板１００側に配置された円
偏光板と光学的に互いに直交するように配置されている。
【００８２】
透明電極３５（３５Ｒ、３５Ｇ、３５Ｂ及び３５Ｙ）は、カラーフィルタ基板１００側の
カラーフィルタ毎に配置されており、カラーフィルタの領域毎に、液晶層３００に電圧を
印加して液晶分子を駆動する。配向膜３８は、配向膜２７と同様に、液晶層３００内の液
晶分子の配向を制御するものである。
【００８３】
なお、ＴＦＴ基板２００の裏面側（背面側）には、表示に用いられるバックライト３６が
備えられている。バックライト３６に用いる光源の分光特性等については、後述する。ま
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た、図４は、液晶層３００の分光特性を示す図である。本実施形態では、液晶層３００の
材料として、負の誘電率異方性を有するネマチック液晶を用いている。
【００８４】
図５は、本発明の実施形態１に係る液晶表示装置５００の画素構成を示す平面模式図であ
る。本実施形態では、液晶表示装置５００が上述したような構成を有することから、図５
に示すように、赤のサブ画素５Ｒａの開口面積が最大であり、緑、青及び黄のサブ画素５
Ｇａ、５Ｂａ及び５Ｙａの開口面積が同程度に小さい場合について説明する。開口面積と
は、実際に表示に利用している領域の面積を意味し、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）８、走
査線４、信号線６及び補助容量３、ブラックマトリクス１０ＢＭ等による遮光領域の面積
を含まない。本実施形態に係る液晶表示装置５００は、マトリクス状に配列された複数の
画素１１ａを有している。図５中のドット部が１画素に対応しており、図５では、液晶表
示装置５００の表示面５００ａを構成する複数の画素１１ａのうち、４つの画素が示され
ている。
【００８５】
図５に示すように、画素１１ａは、複数のサブ画素によって構成される。本実施形態では
、画素１１ａを構成する４つのサブ画素は、赤を表示するサブ画素５Ｒａ、緑を表示する
サブ画素５Ｇａ、青を表示するサブ画素５Ｂａ、及び、黄を表示するサブ画素５Ｙａであ
る。図５は、これら４つのサブ画素が画素１１ａ内で１行４列に配置された構成を示して
いる。また、図６には、液晶表示装置の表示面５００ｂを構成する別の画素構成として、
４つのサブ画素５Ｒｂ、５Ｇｂ、５Ｂｂ及び５Ｙｂが画素１１ｂ内で２行２列に配置され
た構成を示している。なお、本実施形態においては、赤、緑、青及び黄のサブ画素の配列
方法は、図５及び６に限定されず、各サブ画素の開口面積の比により効果が得られる。
【００８６】
本実施形態では、表３の６種類の液晶表示装置Ａ１～Ａ６を作製した。これらの液晶表示
装置Ａ１～Ａ６のいずれにおいても、赤のサブ画素とその他のサブ画素との開口面積が異
なっている。具体的には、赤のサブ画素の開口面積が最大であり、緑、青及び黄のサブ画
素の開口面積が同程度に小さくなっている。
【００８７】
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【表３】

【００８８】
なお、カラーフィルタは、液晶表示装置Ａ１～Ａ６のいずれにおいても、図７に示す分光
透過率を有するものを用いた。ここで、各サブ画素の開口面積比が液晶表示装置ごとに異
なることから、カラーフィルタの白表示の色度も液晶表示装置ごとに異なる。そこで、本
実施形態では、所望の白表示の色度を得るために、バックライト３６の光源のスペクトル
を液晶表示装置ごとに調節した。具体的には、液晶表示装置の白表示の色度がｘ＝０．３
１３、ｙ＝０．３２９となり、色温度が６５００Ｋとなるように、液晶表示装置Ａ１～Ａ
６に用いるバックライト３６の光源の分光特性を適切に調節した。なお、バックライト３
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６の光源には、冷陰極蛍光管（ＣＣＦＴ）を用い、赤、緑及び青の蛍光体材料の混合比を
変えることにより、光源の分光特性を調整した。一例として、表３中の液晶表示装置Ａ６
で用いたバックライト３６の光源のスペクトル特性を図８に示す。
【００８９】
表３には、更に、液晶表示装置Ａ１～Ａ６について、各サブ画素の開口面積比、開口面積
の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（緑、青又は黄のサブ画素
）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、
バックライトの光源の発光効率を示している。ここで、赤表示の明度は、各液晶表示装置
の白表示の明度Ｙを１００としたときの値（白表示の明度に対する割合）である。また、
白表示の明度は、各色のサブ画素の開口面積が等しく、図７に示す分光透過率を有するも
のをカラーフィルタとして用い、かつ図３８に示すスペクトル特性を有するＣＣＦＴをバ
ックライト３６の光源として用いた従来の４原色の液晶表示装置（図３６）の白表示の明
度を１００としたときの相対値である。更に、カラーフィルタの平均透過率は、各液晶表
示装置に搭載されたバックライト３６の光源を用いて、白表示を行うときの各色のカラー
フィルタの透過率の平均値である。そして、バックライト３６の光源の発光効率は、次の
ようにして求める。まず、ＣＣＦＴ（光源）に用いられている赤の蛍光体材料の発光効率
、緑の蛍光体材料の発光効率、及び、青の蛍光体材料の発光効率を個々に測定する。次に
、これらの測定値に基づいて、赤緑青の各蛍光体材料の混合比を変えたときの赤緑青を合
わせた発光効率を計算する。バックライト３６の光源の発光効率は、赤緑青を合わせた発
光効率と従来の３原色の表示装置に用いられる赤緑青の混合比での発光効率との比である
。
【００９０】
図１０は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ａ１～Ａ６の赤表示の明度と白表示の明
度との関係を示す図である。
本実施形態に係る液晶表示装置Ａ１～Ａ６は、赤のサブ画素の開口面積が大きいので、図
３６に示す従来の４原色の液晶表示装置（表１）よりも、赤表示の明度を向上させること
ができ、明るい赤表示ができる。すなわち、視認性の良い赤表示ができる。なお、液晶表
示装置Ａ１～Ａ６のうち、どのタイプが最適であるかは、用途等に応じて適宜選択すれば
よい。
【００９１】
本実施形態では、バックライト３６の光源に一般的なＣＣＦＴを用いており、白表示の色
度の調整は、赤、緑及び青の蛍光体材料の混合比のみを変えて行った。当然、液晶表示装
置の白表示の明度は、バックライト３６の光源の各色の蛍光体材料の混合比が変化したこ
とによる発光効率の変化も考慮している。すなわち、白表示の明度は、カラーフィルタの
平均透過率（効率）だけでなく、バックライト３６の光源の発光効率を含んだ液晶表示装
置の明度を意味している。また、本発明では、白表示の色度を上記の値に設定したが、こ
れに限らず、適宜最適な色度に調整する場合でも同様の効果が得られる。
【００９２】
なお、本実施形態の液晶表示装置の画素構成としては、図５及び６に限定されるものでは
なく、例えば、図１１に示すように、表示面５００ｃを構成する画素１１ｃをそれぞれ５
つのサブ画素に分割し、赤のサブ画素を２つ配置してもよい。図１１の場合、各サブ画素
５Ｒｃ、５Ｇｃ、５Ｂｃ及び５Ｙｃの開口面積比は、赤：緑：青：黄＝２：１：１：１と
なる。このように赤のサブ画素を複数設けることにより、画素設計や駆動回路設計の変更
を最小限にすることができる。
【００９３】
また、図１２に示すように、表示面５００ｄを構成する画素１１ｄをそれぞれ５つのサブ
画素に分割し、赤のサブ画素を２つ配置した上で、２つの赤のサブ画素の色特性を互いに
異ならせてもよい。このときのカラーフィルタの分光特性を図１３に示す。このとき、赤
のサブ画素５Ｒ１ｄの主波長は、６１２ｎｍであり、赤のサブ画素５Ｒ２ｄの主波長は、
６０７ｎｍである。図１２の場合もまた、赤のサブ画素５Ｒ１ｄ及び５Ｒ２ｄ、緑のサブ
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画素５Ｇｄ、青のサブ画素Ｂｄ、並びに、黄のサブ画素５Ｙｄの開口面積の大きさは同程
度であり、各サブ画素の開口面積比は、赤：緑：青：黄＝２：１：１：１となる。このよ
うに色特性が互いに異なる赤のサブ画素を設けることにより、色再現範囲を更に拡大する
ことができる。なお、これらの画素構成は、一例にすぎず、本実施形態は、これらの画素
構成に限定されるものではない。
【００９４】
（実施形態２）
一般的に、赤、緑、青及び黄のサブ画素に設置される各カラーフィルタの透過率と、白表
示のカラーフィルタの透過率（赤、緑、青及び黄のサブ画素の透過率の平均値）との大小
関係は、透過率の高いほうから順に、黄、緑、白、赤、青となる。なお、赤のカラーフィ
ルタと青のカラーフィルタとの透過率の大小関係は入れ変わり、透過率の高いほうから順
に、黄、緑、白、青、赤となることがある。
【００９５】
したがって、白表示のカラーフィルタの透過率よりもカラーフィルタの透過率の低い赤の
サブ画素の開口面積を増加させると、白表示のカラーフィルタの透過率は低下する。また
、白表示のカラーフィルタの透過率よりもカラーフィルタの透過率の高い緑及び黄のサブ
画素の開口面積を小さくすると、白表示のカラーフィルタの透過率は更に低下する。逆に
、カラーフィルタの透過率が最小である青のサブ画素の開口面積を小さくすると、白表示
のカラーフィルタの透過率の減少は抑制され、場合によっては向上する。しかしながら、
これらの関係は、カラーフィルタのみについてのことであり、実際の液晶表示装置では、
バックライトの光源の発光効率も考慮する必要がある。
【００９６】
実施形態１では、赤のサブ画素の開口面積を最大とし、緑、青及び黄のサブ画素の開口面
積を同程度に小さくした場合について、赤表示の明度が上がる一定の効果が認められたこ
とを説明した。しかしながら、図１０に示すように、実施形態１の場合には、白表示の明
度は表３に示す液晶表示装置Ａ１～Ａ６のいずれにおいても、幾分減少する。したがって
、白表示の明度の減少を小さくすることができれば、実施形態１よりも好ましくなる。
本実施形態では、白表示の明度にも注意を払い、赤のサブ画素の開口面積を大きくし、緑
、青及び黄のいずれか一つのサブ画素の開口面積を小さくした場合について説明する。
【００９７】
表４は、赤のサブ画素の開口面積を大きくし、緑のサブ画素の開口面積を小さくした場合
について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｂ１～Ｂ５の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（緑のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【００９８】
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【表４】

【００９９】
表５は、赤のサブ画素の開口面積を大きくし、青のサブ画素の開口面積を小さくした場合
について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｃ１～Ｃ３の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（青のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１００】
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【表５】

【０１０１】
表６は、赤のサブ画素の開口面積を大きくし、黄のサブ画素の開口面積を小さくした場合
について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｄ１～Ｄ６の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１０２】
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【表６】

【０１０３】
なお、表６の液晶表示装置の概略図を図１４及び１５に示す。図１４は、液晶表示装置の
表示面５００ｅを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｅ、５Ｇｅ、５Ｂｅ及び
５Ｙｅが画素１１ｅ内でストライプ状に配置された構成を示している。図１５は、液晶表
示装置の表示面５００ｆを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｆ、５Ｇｆ、５
Ｂｆ及び５Ｙｆが画素１１ｆ内で２行２列に配置された構成を示している。
【０１０４】
図１６には、表４、５及び６に示す各液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度との関
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係を示す。図１６中、◇は表４の液晶表示装置Ｂ１～Ｂ５に対応し、△は表５の液晶表示
装置Ｃ１～Ｃ３に対応し、○は表６の液晶表示装置Ｄ１～Ｄ６に対応する。また、□は、
比較対象として実施形態１の液晶表示装置Ａ１～Ａ６を示している。
【０１０５】
図１６に示すように、表４～６の液晶表示装置によれば、図３６に示す従来の４原色の液
晶表示装置（表１）に比べ、赤表示の明度向上の効果を認めることができた。特に、表６
の液晶表示装置Ｄ６では、赤表示の明度を１９．５％と非常に高い値を実現することがで
きる。また、表４及び６に示すように、緑又は黄のサブ画素の開口面積を小さくしたもの
は、カラーフィルタの平均透過率が実施形態１の液晶表示装置Ａ１～Ａ６よりも低下する
ものの、白表示の色度を適正化するために、バックライトの光源の分光特性を調整した結
果、光源の発光効率が高くなることから、図１６に示すように、実施形態１の液晶表示装
置Ａ１～Ａ６よりも、バックライトの光源の発光効率も含めた白表示の明度の低下を抑制
することができる。特に、表６の液晶表示装置Ｄ１～Ｄ６のように、開口面積を小さくす
るサブ画素がカラーフィルタの透過率が最も高い黄のサブ画素の場合、カラーフィルタの
平均透過率は低くなるものの、バックライトの光源の発光効率が高くなり、その結果、バ
ックライトの光源の発光効率も含めた白表示の明度の低下が小さくなっている。
【０１０６】
一方、表５の液晶表示装置Ｃ１～Ｃ３のように、青のサブ画素の開口面積を小さくするこ
とは、白表示の明度の低下が大きく得策ではない。すなわち、開口面積を小さくするサブ
画素がカラーフィルタの透過率が最も低い青のサブ画素の場合、カラーフィルタの平均透
過率は高くなるものの、白表示の色度を適正化するために、バックライトの光源の分光特
性を調整した結果、光源の発光効率が低くなり、その結果、バックライトの光源の発光効
率も含めた白表示の明度の低下が大きくなっている。
以上により、開口面積を小さくするサブ画素が黄のサブ画素のときが最も有効であり、順
に緑、青となる。
【０１０７】
なお、開口面積を各サブ画素によって大きく変えることは、画素設計や駆動回路設計を変
更する必要があることから、サブ画素間の開口面積比は、なるべく小さいことが好ましい
。この開口面積比の観点から見ると、実施形態１の表３の液晶表示装置Ａ４では、開口面
積の最も大きい赤のサブ画素と最も小さい緑、青及び黄のサブ画素の開口面積との比は１
．６１：１であり、このとき、赤表示の明度は１４．２％であり、白表示の明度は９１．
０％であった。赤表示の明度１４．２％と同じ程度は、本実施形態の表４の液晶表示装置
Ｂ５において実現することができ、この液晶表示装置Ｂ５の白表示の明度は９４．７％で
あることから、液晶表示装置Ｂ５は、液晶表示装置Ａ４よりも白表示の明度の点で有利で
ある。また、赤表示の明度１４．２％とほぼ同じ程度は、本実施形態の表６の液晶表示装
置Ｄ３でも実現することができ、この液晶表示装置Ｄ３の白表示の明度は９４．８％であ
ることから、液晶表示装置Ｄ３もまた、液晶表示装置Ａ４よりも白表示の明度の点で有利
である。
【０１０８】
しかしながら、開口面積の比率は、表４の液晶表示装置Ｂ５では３：１となり、表６の液
晶表示装置Ｄ３では１．８６：１となり、いずれも実施形態１の表３の液晶表示装置Ａ４
よりも大きくなる。したがって、前述したように、画素設計や駆動回路設計上、実施形態
１の表３の液晶表示装置Ａ４を選択することが好ましい場合がある。すなわち、実施形態
２よりも実施形態１が好ましい場合がある。
【０１０９】
（実施形態３）
実施形態２では、赤のサブ画素の開口面積を最大とし、緑又は黄のサブ画素の開口面積を
最小とすることが、白表示の明度の低下が抑制される点で有利であることを説明した。本
実施形態では、更に好ましい実施形態として、赤のサブ画素の開口面積に加え、青のサブ
画素の開口面積も赤のサブ画素の開口面積と同程度に大きくし、緑及び黄のサブ画素の開
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口面積を同程度に小さくした場合について説明する。
【０１１０】
本実施形態では、表７の６種類の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６を作製した。いずれの場合も赤
及び青のサブ画素の開口面積を同程度に大きくし、緑及び黄のサブ画素の開口面積を同程
度に小さくしたものである。表７には、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６
の各サブ画素の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（赤又は青のサブ画素）と最
小であるサブ画素（緑又は黄のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度
、カラーフィルタの平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１１１】
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【表７】

【０１１２】
なお、表７の液晶表示装置の概略図を図１７及び１８に示す。図１７は、液晶表示装置の
表示面５００ｇを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｇ、５Ｇｇ、５Ｂｇ及び
５Ｙｇが画素１１ｇ内でストライプ状に配置された構成を示している。図１８は、液晶表
示装置の表示面５００ｈを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｈ、５Ｇｈ、５
Ｂｈ及び５Ｙｈが画素１１ｈ内で２行２列に配置された構成を示している。
【０１１３】
図１９は、表７の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６の赤表示の明度と白表示の明度との関係を示す
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図である。図１９中、□は表７の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６に対応し、◇は比較対象として
、実施形態２の中で白表示の明度の低下が小さかった表６の液晶表示装置Ｄ１～Ｄ６を示
している。
【０１１４】
本実施形態では、実施形態２の表６の液晶表示装置Ｄ１～Ｄ６に対して、白表示の明度に
関して更に有利であり、特に表７の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ３では、４色のサブ画素の開口
面積が等しい従来の４原色の液晶表示装置（図３６）よりも白表示の明度が高い。また、
白表示の色度を適正化するためには、青のサブ画素の開口面積が大きいほど、バックライ
トの光源の黄色成分を多くする必要があることから、発光効率を向上させることができる
。なお、赤表示の明度が１９％以上となる場合、具体的には、本実施形態の表７の液晶表
示装置Ｅ６と実施形態２の表６の液晶表示装置Ｄ６との比較において、本実施形態が白表
示の面で不利になることもある。
【０１１５】
なお、本実施形態の液晶表示装置の画素構成としては、図１７及び１８に限定されるもの
ではなく、例えば、図２０に示すように、表示面５００ｉを構成する画素をそれぞれ６つ
のサブ画素に分割し、赤及び青のサブ画素５Ｒ及び５Ｂをそれぞれ２つずつ配置してもよ
い。図２０の場合、各サブ画素５Ｒｉ、５Ｇｉ、５Ｂｉ及び５Ｙｉの開口面積比は、赤：
緑：青：黄＝２：１：２：１となる。このように赤及び青のサブ画素を複数設けることに
より、画素設計や駆動回路設計の変更を最小限にすることができる。
【０１１６】
また、図２１に示すように、表示面５００ｊを構成する画素１１ｊをそれぞれ６つのサブ
画素に分割し、赤及び青のサブ画素をそれぞれ２つずつ配置した上で、２つの青のサブ画
素の色特性を互いに異ならせてもよい。このときのカラーフィルタの分光特性を図２２に
示す。このとき、青のサブ画素５Ｂ１ｊの主波長は、４６０ｎｍであり、青のサブ画素５
Ｂ２ｊの主波長は、４８８ｎｍである。図２１の場合もまた、赤のサブ画素５Ｒｊ、緑の
サブ画素５Ｇｊ、青のサブ画素５Ｂ１ｊ及び５Ｂ２ｊ、並びに、黄のサブ画素５Ｙｊの開
口面積の大きさは同程度であり、各サブ画素の開口面積比は、赤：緑：青：黄＝２：１：
１：２となる。このように色特性が互いに異なる２つの青のサブ画素を設けることにより
、色再現範囲を更に拡大することができる。
【０１１７】
また、図２３に示すように、表示面５００ｋを構成する画素１１ｋをそれぞれ６つのサブ
画素に分割し、赤及び青のサブ画素をそれぞれ２つずつ配置した上で、２つの赤のサブ画
素の色特性を互いに異ならせてもよい。このときのカラーフィルタの分光特性を図１３に
示す。このとき、赤のサブ画素５Ｒ１ｋの主波長は、６１２ｎｍであり、赤のサブ画素５
Ｒ２ｋの主波長は、６０７ｎｍである。図２３の場合もまた、赤のサブ画素５Ｒ１ｋ及び
５Ｒ２ｋ、緑のサブ画素５Ｇｋ、青のサブ画素５Ｂｋ、並びに、黄のサブ画素５Ｙｋの開
口面積の大きさは同程度であり、各サブ画素の開口面積比は、赤：緑：青：黄＝２：１：
１：２となる。このように色特性が互いに異なる赤のサブ画素を設けることによっても、
色再現範囲を更に拡大することができる。
【０１１８】
更に、図２４に示すように、表示面５００ｍを構成する画素１１ｍをそれぞれ６つのサブ
画素に分割し、赤及び青のサブ画素をそれぞれ２つずつ配置した上で、２つの赤のサブ画
素及び青のサブ画素の色特性を、両色ともに互いに異ならせてもよい。このときのカラー
フィルタの分光特性を図１３及び２２に示す。図２４の場合もまた、赤のサブ画素５Ｒ１

ｍ及び５Ｒ２ｍ、緑のサブ画素５Ｇｍ、青のサブ画素５Ｂ１ｍ及び５Ｂ２ｍ、並びに、黄
のサブ画素５Ｙｍの開口面積の大きさは同程度であり、各サブ画素の開口面積比は、赤：
緑：青：黄＝２：１：１：２となる。このように色特性が互いに異なる赤及び青のサブ画
素を設けることによっても、色再現範囲を更に拡大することができる。なお、これらの画
素構成は、一例にすぎず、本実施形態は、これらの画素構成に限定されるものではない。
【０１１９】
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（実施形態４）
実施形態３では、赤及び青のサブ画素の開口面積を同程度に大きくし、緑及び黄のサブ画
素の開口面積を同程度に小さくした場合について説明したが、本実施形態では、開口面積
を小さくする緑及び黄のサブ画素の開口面積を異なる割合で小さくした場合について説明
する。
【０１２０】
表８は、赤及び青のサブ画素の開口面積を同程度に大きくし、緑のサブ画素の開口面積を
小さくした場合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｆ１～Ｆ４の各サブ画素
の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（赤又は青のサブ画素）と最小であるサブ
画素（緑のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの
平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１２１】
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【表８】

【０１２２】
なお、図２５及び２６には、表８の液晶表示装置を模式的に示す。図２５は、液晶表示装
置の表示面５００ｎを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｎ、５Ｇｎ、５Ｂｎ
及び５Ｙｎが画素１１ｎ内でストライプ状に配置された構成を示している。図２６は、液
晶表示装置の表示面５００ｐを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｐ、５Ｇｐ
、５Ｂｐ及び５Ｙｐが画素１１ｐ内で２行２列に配置された構成を示している。なお、こ
れらの画素構成は、一例にすぎず、本実施形態は、これらの画素構成に限定されるもので
はない。
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【０１２３】
表９は、赤及び青のサブ画素の開口面積を同程度に大きくし、黄のサブ画素の開口面積を
小さくした場合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｇ１～Ｇ３の各サブ画素
の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（赤又は青のサブ画素）と最小であるサブ
画素（黄のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの
平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１２４】
【表９】

【０１２５】
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図２７は、表８及び９の液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度との関係を示す。図
２７中、△は表８の液晶表示装置に対応し、○は表９の液晶表示装置に対応する。更に、
□は、比較対象として、赤及び青のサブ画素の開口面積をほぼ同じ程度に大きくし、緑及
び黄のサブ画素の開口面積を同程度に小さくした実施形態３の表７の液晶表示装置Ｅ１～
Ｅ６を示している。
【０１２６】
図２７より、本実施形態の表８の液晶表示装置Ｆ１～Ｆ４は、実施形態３の表７の液晶表
示装置Ｅ１～Ｅ４よりも、赤表示の明度が小さいものの、白表示の明度が高く有利である
。しかしながら、サブ画素の開口面積比が同じ表８の液晶表示装置Ｆ３と表９の液晶表示
装置Ｇ３とを比較した場合、表８の液晶表示装置Ｆ３では、白表示の明度は高いものの、
赤表示の明度向上に大きな効果は得られず、１４％以上に大きく上げることはできないの
に対し、表９の液晶表示装置Ｇ３では、白表示の明度がそれほど高くはないものの、赤表
示の明度向上に大きな効果が得られる。この場合も、必要な赤表示の明度に応じて適宜選
択すればよい。また、本実施形態の表９の液晶表示装置Ｇ１～Ｇ３は、実施形態３の表７
の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ３よりも、白表示の明度が小さいものの、赤表示の明度が高く有
利である。
【０１２７】
（実施形態５）
実施形態１及び４で明らかになったように、赤及び青のサブ画素の両方の開口面積を大き
くした場合は、赤のサブ画素の開口面積のみを大きくした場合に比べて、カラーフィルタ
の平均透過率を低下させるが、カラーフィルタの青成分の透過の割合が多くなるため、使
用するバックライトの波長特性は、発光効率の低い青成分を減少させることができ、バッ
クライトの光源に発光効率が高いものを用いることができる。その結果、カラーフィルタ
の平均透過率とバックライトの光源の発光効率とを勘案すると、青のサブ画素の開口面積
を大きくして、カラーフィルタの透過率を低下させても、バックライトの光源の発光効率
がそれを補う以上に大きくなる。実施形態１～４では、少なくとも赤のサブ画素の開口面
積が最大となる場合についての説明であったが、本実施形態では、青のサブ画素を最大に
した場合について説明する。
【０１２８】
表１０は、青のサブ画素の開口面積を大きくし、緑及び黄のサブ画素の開口面積を同程度
に小さくした場合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｈ１～Ｈ４の各サブ画
素の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（青のサブ画素）と最小であるサブ画素
（緑又は黄のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタ
の平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１２９】
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【表１０】

【０１３０】
なお、図２８及び２９は、表１０の液晶表示装置を模式的に示す。図２８は、液晶表示装
置の表示面５００ｑを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｑ、５Ｇｑ、５Ｂｑ
及び５Ｙｑが画素１１ｑ内でストライプ状に配置された構成を示している。図２９は、液
晶表示装置の表示面５００ｒを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｒ、５Ｇｒ
、５Ｂｒ及び５Ｙｒが画素１１ｒ内で２行２列に配置された構成を示している。なお、こ
れらの画素構成は、一例にすぎず、本実施形態は、これらの画素構成に限定されるもので
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はない。
【０１３１】
表１１は、青のサブ画素の開口面積を大きくし、緑のサブ画素の開口面積を小さくした場
合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｉ１～Ｉ４の各サブ画素の開口面積比
、開口面積の最大であるサブ画素（青のサブ画素）と最小であるサブ画素（緑のサブ画素
）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、
バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１３２】
【表１１】
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【０１３３】
表１２は、青のサブ画素の開口面積を大きくし、黄のサブ画素の開口面積を小さくした場
合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｊ１～Ｊ４の各サブ画素の開口面積比
、開口面積の最大であるサブ画素（青のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ画素
）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、
バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１３４】
【表１２】

【０１３５】
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図３０は、表１０～１２の液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度との関係を示す。
図３０中、◇は表１０の液晶表示装置に対応し、□は表１１の液晶表示装置に対応し、△
は表１２の液晶表示装置に対応している。更に、〇は、比較対象として、赤及び青のサブ
画素の開口面積を同程度に大きくし、緑及び黄のサブ画素の開口面積を同程度に小さくし
た実施形態３の表７の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６を示している。
【０１３６】
表１１の液晶表示装置Ｉ１～Ｉ４では、白表示の明度を上げる効果はあるが、赤表示の明
度を上げる効果はほとんどない。一方で、表１０の液晶表示装置Ｈ２では、赤表示の明度
が１２．６％のとき、白表示の明度は１０６％、表１２の液晶表示装置Ｊ２では、赤表示
の明度が１２．５％のとき、白表示の明度は１０３％であり有利である。ただし、本実施
形態では、赤表示の明度をそれほど大きくすることはできず、赤表示の明度について１５
％程度以上が必要な場合には、実施形態１～４の液晶表示装置から選択することが好まし
い。
【０１３７】
なお、本実施形態の液晶表示装置の画素構成としては、図２８及び２９に限定されるもの
ではなく、例えば、図３１に示すように、表示面５００ｓを構成する画素を５つのサブ画
素に分割し、青のサブ画素５Ｂを２つ配置してもよい。図３１の場合、各サブ画素５Ｒｓ
、５Ｇｓ、５Ｂｓ及び５Ｙｓの開口面積比は、赤：緑：青：黄＝１：１：２：１となる。
このように青のサブ画素を複数設けることにより、画素設計や駆動回路設計の変更を最小
限にすることができる。
【０１３８】
また、図３２に示すように、表示面５００ｔを構成する画素１１ｔをそれぞれ５つのサブ
画素に分割し、青のサブ画素をそれぞれ２つ配置した上で、２つの青のサブ画素の色特性
を互いに異ならせてもよい。このときのカラーフィルタの分光特性を図２２に示す。この
とき、青のサブ画素５Ｂ１ｔの主波長は、４６０ｎｍであり、青のサブ画素５Ｂ２ｔの主
波長は、４８８ｎｍである。図３２の場合もまた、赤のサブ画素５Ｒｔ、緑のサブ画素５
Ｇｔ、青のサブ画素５Ｂ１ｔ及び５Ｂ２ｔ、並びに、黄のサブ画素５Ｙｔの開口面積の大
きさは同程度であり、各サブ画素の開口面積比は、赤：緑：青：黄＝２：１：１：２とな
る。このように色特性が互いに異なる２つの青のサブ画素を設けることにより、色再現範
囲を更に拡大することができる。なお、これらの画素構成は、一例にすぎず、本実施形態
は、これらの画素構成に限定されるものではない。
【０１３９】
（実施形態６）
本実施形態は、黄のサブ画素の開口面積を最小にした場合について、説明する。
表１３は、黄のサブ画素の開口面積を小さくし、その他のサブ画素の開口面積を同程度に
大きくした場合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｋ１～Ｋ５の各サブ画素
の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（赤、緑又は青のサブ画素）と最小である
サブ画素（黄のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィル
タの平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１４０】
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【表１３】

【０１４１】
なお、図３３及び３４は、表１３の液晶表示装置を模式的に示す。図３３は、液晶表示装
置の表示面５００ｕを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｕ、５Ｇｕ、５Ｂｕ
及び５Ｙｕが画素１１ｕ内でストライプ状に配置された構成を示している。図３４は、液
晶表示装置の表示面５００ｖを構成する画素構成として、４つのサブ画素５Ｒｖ、５Ｇｖ
、５Ｂｖ及び５Ｙｖが画素１１ｖ内で２行２列に配置された構成を示している。なお、こ
れらの画素構成は、一例にすぎず、本実施形態は、これらの画素構成に限定されるもので
はない。
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【０１４２】
表１４は、黄のサブ画素の開口面積を小さくし、赤及び緑のサブ画素の開口面積を同程度
に大きくした場合について、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｌ１～Ｌ４の各サブ画
素の開口面積比、開口面積の最大であるサブ画素（赤又は緑のサブ画素）と最小であるサ
ブ画素（黄のサブ画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタ
の平均透過率、及び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１４３】
【表１４】

【０１４４】
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図３５は、表１３及び１４の液晶表示装置の赤表示の明度と白表示の明度との関係を示す
。図３５中、△は表１３の液晶表示装置Ｋ１～Ｋ５に対応し、◇は表１４の液晶表示装置
Ｌ１～Ｌ４に対応している。更に、〇は、比較対象として、赤及び青のサブ画素の開口面
積を同程度に大きくし、緑及び黄のサブ画素の開口面積を同程度に小さくした実施形態３
の表７の液晶表示装置Ｅ１～Ｅ６を示している。
【０１４５】
表１３及び１４の液晶表示装置によれば、開口面積比を大きくすることが求められるが、
バックライトの光源の発光効率が高くなることから、赤表示の明度を大きくする場合には
、有利である。
【０１４６】
（実施形態７）
本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、赤、青、緑、黄とした場合に
ついて、説明する。
表１５は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｍ１～Ｍ２の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１４７】
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【表１５】

【０１４８】
表１５の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が比較的大きいため、赤表示の
明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が比較的大きく、黄のサブ画素
の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用するこ
とができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度
の低下を抑制することができる。
【０１４９】
（実施形態８）
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本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、赤、青、黄、緑とした場合に
ついて、説明する。
表１６は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｎ１～Ｎ３の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（緑のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１５０】
【表１６】

【０１５１】
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表１６の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向
上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が比較的大きく、黄のサブ画素の開口
面積が比較的小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用するこ
とができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度
の低下を抑制することができる。
【０１５２】
（実施形態９）
本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、赤、緑、青、黄とした場合に
ついて、説明する。
表１７は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｏ１～Ｏ６の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１５３】
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【表１７】

【０１５４】
表１７の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向
上の効果が大きい。また、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化する
ために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で
赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制することができる。
【０１５５】
（実施形態１０）
本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、赤、青、黄及び緑とした場合
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について、説明する。
表１８は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｐ１～Ｐ３の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄又は緑のサブ
画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及
び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１５６】
【表１８】

【０１５７】
表１８の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が大きいため、赤表示の明度向
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上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が比較的大きく、黄及び緑のサブ画素
の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用するこ
とができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度
の低下を抑制することができる。
【０１５８】
（実施形態１１）
本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、青、赤、緑、黄とした場合に
ついて、説明する。
表１９は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｑ１～Ｑ２の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（青のサブ画素）と最小であるサブ画素（赤のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１５９】
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【表１９】

【０１６０】
表１９の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が比較的大きいため、赤表示の
明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口
面積が小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用することがで
きるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下
を抑制することができる。
【０１６１】
（実施形態１２）
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本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、青、赤、黄、緑とした場合に
ついて、説明する。
表２０は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｒ１～Ｒ３の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（緑のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１６２】
【表２０】

【０１６３】
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表２０の液晶表示装置によれば、赤のサブ画素の開口面積が比較的大きいため、赤表示の
明度向上の効果が大きい。また、青のサブ画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口
面積が比較的小さく、白表示の色度を適正化するために発光効率の高い光源を使用するこ
とができるため、比較的小さい開口面積の比率で赤表示の明度を向上させ、白表示の明度
の低下を抑制することができる。
【０１６４】
（実施形態１３）
本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、青、緑、赤、黄とした場合に
ついて、説明する。
表２１は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｓ１～Ｓ７の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（赤のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ画素）
との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及び、バ
ックライトの光源の発光効率を示す。
【０１６５】
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【表２１】

【０１６６】
表２１の液晶表示装置によれば、黄のサブ画素の開口面積が特に小さく、バックライトの
赤の発光を増やすことができるため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、青のサブ
画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化する
ために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で
赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制することができる。
【０１６７】
（実施形態１４）
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本実施形態は、サブ画素の開口面積を大きいほうから順に、青及び緑、赤、黄とした場合
について、説明する。
表２２は、本実施形態で作製された液晶表示装置Ｔ１～Ｔ３の各サブ画素の開口面積比、
開口面積の最大であるサブ画素（青又は緑のサブ画素）と最小であるサブ画素（黄のサブ
画素）との開口面積比、赤表示の明度、白表示の明度、カラーフィルタの平均透過率、及
び、バックライトの光源の発光効率を示す。
【０１６８】
【表２２】

【０１６９】
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表２２の液晶表示装置によれば、黄のサブ画素の開口面積が特に小さく、バックライトの
赤の発光を増やすことができるため、赤表示の明度向上の効果が大きい。また、青のサブ
画素の開口面積が大きく、黄のサブ画素の開口面積が小さく、白表示の色度を適正化する
ために発光効率の高い光源を使用することができるため、比較的小さい開口面積の比率で
赤表示の明度を向上させ、白表示の明度の低下を抑制することができる。
【０１７０】
以上の実施形態１～１４では、図７、１３又は２２の分光特性を有するカラーフィルタを
用いた場合についての説明であったが、これに限定されることはなく、これらの実施形態
とは異なる色相や彩度を有するカラーフィルタであっても、赤表示の明度向上の効果はあ
る。具体的には、赤のサブ画素の主波長が５９５ｎｍ以上６５０ｎｍ以下、緑のサブ画素
の主波長は４９０ｎｍ以上５５５ｎｍ以下、青のサブ画素の主波長は４５０ｎｍ以上４９
０ｎｍ以下、黄のサブ画素の主波長は５６５ｍ以上５８０ｎｍ以下の表示装置には、適用
可能である。また、実施形態１～１４では、赤、緑、青及び黄のサブ画素によって画素が
構成されている場合についての説明であったが、これに限定されることはなく、例えば、
赤、緑、青、黄及びマゼンタのサブ画素によって画素が構成されている場合にも、同様の
効果を得ることができる。
【０１７１】
また、実施形態１～１４では、バックライトの光源に一般的なＣＣＦＴを用いた場合につ
いての説明であったが、これに限定されることはなく、実施形態で用いたものとは異なる
タイプのバックライト、例えば、白の発光ダイオード（青発光ＬＥＤと黄蛍光発光との組
み合わせ）やＲＧＢ－ＬＥＤや、熱陰極蛍光管（ＨＣＦＴ）や有機ＥＬ、電界放出ディス
プレイ（ＦＥＤ）等の場合についてもこれまでに述べてきた赤表示の明度向上の効果はあ
る。
【０１７２】
更に、実施形態１～１４では、赤、緑及び青の蛍光体材料の混合比を変えることにより、
光源の分光特性を調整することで、液晶表示装置の白表示の色度を適正化した場合につい
ての説明であったが、これに限定されることはなく、例えば、液晶層若しくは光学フィル
ムの光学設計、又は、白表示時の印加電圧を変更することによって、液晶表示装置の白表
示の色度を適正化してもよい。
【０１７３】
更には、実施形態１～１４では、バックライトを用いて表示を行う透過型の液晶表示装置
についての説明であったが、本発明は、透過型の液晶表示装置だけでなく、バックライト
を用いて透過表示を行い、外部光及び／又はフロントライトを用いて反射表示を行う反射
透過両用型の液晶表示装置、フロントライト等の光源を用いて表示を行う反射型の液晶表
示装置等、他の表示方式の液晶表示装置、ブラウン管（ＣＲＴ）、有機エレクトロルミネ
センス表示装置（ＯＥＬＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、及び、表面伝導
型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）等の電界放出ディスプレイ（ＦＥＤ）等、種々の
表示装置に好適に用いられるものである。
【０１７４】
本願明細書における「以上」及び「以下」は、当該数値（境界値）を含むものである。
【０１７５】
なお、本願は、２００６年６月１９日に出願された日本国特許出願２００６－１６９２０
６号を基礎として、パリ条約ないし移行する国における法規に基づく優先権を主張するも
のである。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【符号の説明】
【０１７６】
３：補助容量
４：走査線
５Ｒ、５Ｒａ～５Ｒｘ、５Ｒ１ｄ～５Ｒ１ｍ、５Ｒ２ｄ～５Ｒ２ｍ：赤のサブ画素
５Ｇ、５Ｇａ～５Ｇｘ：緑のサブ画素
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５Ｂ、５Ｂａ～５Ｂｘ、５Ｂ１ｊ～５Ｂ１ｍ：青のサブ画素
５Ｙ、５Ｙａ～５Ｙｗ：黄のサブ画素
６：信号線
７：補助容量（Ｃｓ）配線
８：薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
９：ドレイン引出し配線
１０Ｒ：赤のカラーフィルタ
１０Ｇ：緑のカラーフィルタ
１０Ｂ：青のカラーフィルタ
１０Ｙ：黄のカラーフィルタ
１０ＢＭ：ブラックマトリクス（黒塗りされた部分）
１１ａ～１１ｘ：画素（ドットが付された部分）
２１、３１：ガラス基板
２２、３２：位相差板
２３、３３：偏光板
２５：オーバーコート層
２６：対向電極
２７、３８：配向膜
３４：層間絶縁膜
３５：透明電極
３６：バックライト
３７：コンタクトホール
１００：カラーフィルタ基板（対向基板）
２００：薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）基板
３００：液晶層
５００：液晶表示装置
５００ａ～５００ｘ：表示面
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